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（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

○ 何人も市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、県知事の許可を受けなければ、第２９条第２

号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、

又はその用途を変更して第２９条第２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。 

 

（許可の審査基準） 

○ 都市計画法施行令第３６条第１項及び第２項に規定する基準に適合していること 

○ 上記基準のうち、法第３４条各号に関する事項の適用については、市街化調整区域における開発許可の適用の基準に準じる。 
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